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 平成１５年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

保健福祉部 福祉課

小西　洋一

別紙２

16-1整理番号

事務区分 課長職名 作成日■自治事務　　□法定受託事務　

↓ ↓
終期のある事務事
業はこの欄に17年
度以降の総額を記
入

終期のない事務事業
はこの欄に単年度の
概算額を記入

人 　件 　費
（概算）

(仮称)ケアハウスきたひろしまの整備に対して、国庫補助基準額の8分の1をベースにし
た補助金の一部を交付する。（補助金は25年間の年賦払いの予定）

地方債

④＝②×③

区　　　　分
16年度 17年度以降予定額

17
年
度
以
降

実施計画額 毎年度

　総　事　業　費 ①＋④

直接事業費

【費用の推移】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

予算要求予定額

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

１6
年
度

市が行う事務
事業の具体
的な実施内
容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

　同上

　高齢者福祉施設を整備する社会福祉法人

市の整備計画に基づいた高齢者福祉施設の整備を行った社会福祉法人へ市が補助
し、その整備促進を図る。

施策）

１　計　画　（プラン）

事務事業開始年度

章

Ｈ16
根拠法令等

北広島市社会福祉法人の助成に関する条例、北広島市社会福祉施設整備費
補助要綱　〃 終了予定年度 Ｈ40

内線812

平成15年7月

安全で安心できるまち

作成部署ケアハウス等新設整備補助事業事務事業名

滝本　　明部長職名

高齢者福祉

■　あり □　なし総合計画(第１次実施計画）

事務事業開始の
きっかけ（市民
ニーズ、住民要望
等）

高齢化の進展とともに、高齢者福祉施設の整備要望が高まり、これまでに特別養護老人ホーム、デイ
サービスセンター等が市の施設整備計画に基づき整備された際に、社会福祉法人に対し補助を行って
きた。本事業は、未整備となっている高齢者福祉施設（ケアハウス）を整備した社会福祉法人に対し、こ
れまでの施設と同様に、その整備費の一部を補助するものである。

節
施策

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

生活支援施設の充実

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

指　　　標 指　　　標(算式）

活動指標 ケアハウス定員

（事務事業の
活動量や実
績）

成果指標 ケアハウス利用者数

（目的の達成
度を測るもの
さし）

16年度目標値 最終目標値

50人 50人

指　　　標　　　値

50人

　ケアハウスは、平成16年度に着工、
年度末に完成し、17年度から運営を開
始する計画である。

　実施計画上、同一事業に区分されて
いる「高齢者生活支援ハウス」は、17
年度以降に整備予定のため、この調書
から除外してある。



■Ａ 　　 　□ B　　 　□C

事業の緊急性 ■16年度から着手する必要がある
高齢化が進展しており、ケアハウスの利用対象者で

ある「60歳以上の自炊ができない程度の心身機能の
低下があり、独立して生活するには不安のある方」は
増加していることから、整備は急務である。

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから緊
急度はどの程度ですか】

□17年度以降の着手も可能である

□あまり緊急性はない

事業の有効性 ■十分効果が期待できる 整備に際しては、建設･設備等の工事があり、経済
的な効果も発生するものと考えられる。ちなみに、運
営に際しては、生活支援が必要な高齢者が安心して
暮らせるようになるという社会的効果のほか、経済的
効果は施設職員を雇用する面であると考えられる。

【事務事業の社会的・経
済的効果はどの程度です
か。効果の内容を具体的
に記入してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

□受益者負担を求める必要がある

□受益者負担を求めることは可能である

■受益者負担になじまない

北広島市高齢者保健福祉計画の策定段階において
市民への調査を実施してニーズを把握し、市民や保
健福祉・医療関係者が参加した「計画策定懇談会」で
議論のうえ、達成目標として計画に掲げている。

市が整備･建設する方法より、効率的であると考えら
れ、この手段が適切である。

必要な施設の整備促進を図るための経済的支援で
あり、受益者負担になじまない。ちなみに、施設の運
営段階では、事務費、管理費等の受益者負担があ
る。

社会福祉法人が行う施設整備に対する経済的支援
であり、市が実施すべきである。

■市が実施すべき事務事業である

□民間等への移管は可能であるが当面　

■妥当である

受益者負担の必要性

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

目的の妥当性

　　行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

□他の手法がある

項　　目

【必要性・妥当性・有効性・緊急性の評価】

理由・方法等

■適切である

判　定

□実施時期を遅らせる

今後の方向性等

　社会福祉法人の整備に国･道･市が補助する形となるため、条件が
そろえば推進する。□実施について再検討する

□実施しない

　行財政構造改革推
　進本部の総合判定

手段の妥当性

■実施する

□見直しの上で実施する

　判　　　　定

【事務事業担当部局内優先度】

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

【２次評価】
※以下の欄は記入しないでください。

16-1整理番号

２　評　価　（チェック）

３　総合判定と今後の方向性

市が実施する必要性

【受益者負担が必要また
は可能である場合、具体
的な方法等を理由等の欄
に記入してください】

　事務事業担当部局
　の総合的な考え方

□概ね妥当である　

ひとり暮らしに不安を感じている高齢者など、生活支援が必要な高
齢者向けの施設であり、整備が待ち望まれているため、ケアハウス
の整備を推進する必要がある。

■実施する

□見直しの上で実施する

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

【目的を達成するための
手段は適切ですか。他の
手段や委託化などの可能
性はありませんか】

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

　判　　　　定 今後の方向性等【1次評価】

□妥当でない
【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】


